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令和５年度 戸籍係事務報告 
 

 戸籍・住民登録事務は、住民に関する記録を行う事務で、住民の身分関係を公

証する唯一の制度である。個々の利便性を図ることはもとより、国、地方公共団

体等の行政施策上、地方自治の基礎をなすものとして、重要な役割を果たすもの

である。届出人に対する適切な指導と親切丁寧な対応を心掛けながら日々研修

を積み、スムーズな戸籍・住民登録事務に努めている。 

令和５年度の概要は、次のとおりである。 

 

１．戸籍関係 

 本 籍 数 ２，１２７（対前年度  △３６） 

本籍人口 ４，８９３（対前年度  △７７） 

※数値は令和６年３月３１日現在 

 

（１）戸籍届出取扱件数 

出    生 ２３件 法第 77 条の 2 ６件 転   籍 １３件 

国 籍 留 保 ０件 親権・未成年後見 ０件 戸 籍 訂 正 １件 

認    知 ０件 死     亡 ８５件 追   完 ０件 

養 子 縁 組 ０件 復     氏 ２件 そ の 他 ０件 

養 子 離 縁 １件 姻族関係終了 １件 不受理申出 １件 

法第 73条の 2 ０件 入     籍 １７件 合 計 ２０５件 

婚    姻 ３９件 分     籍 １件 新戸籍編製 １６件 

離    婚 １５件 氏 の 変 更 ０件 戸 籍 消 除 ５２件 

 

（２）戸籍、除籍、原戸籍謄本抄本交付件数 

種   別 有料件数 無料件数 金   額 

戸 籍 謄 抄 本 ６２６件 ２３１件 ２８１，７００円 

除籍、原戸籍謄抄本 ７７９件 ６３７件 ５８４，２５０円 

受理証明、その他 １件 ０件 ３５０円 

合   計 １，４０６件 ８６８件 ８６６，３００円 

 

 



２．住民基本台帳関係 

（１）住民異動届出件数 

転   入 ５５件 転   居 ２４件 

転   出 １０１件 世帯主変更 ３４件 

 

（２）住民票等交付件数 

種   別 有料件数 無料件数 金   額 

住 民 票 謄 抄 本 １，１７９件 １２５件 ３５３，７００円 

戸籍附票謄抄本 １１１件 ２１９件 ３３，３００円 

 

（３）「住民基本台帳の閲覧等の制限の申出者に対する支援措置」申出人数 

支援措置を行っている者 １人      

併せて支援措置を行っている者 ２人 

 

３．人口動態関係 

（１）世帯数及び人口 

 世帯数 男 女 総計 

令和 6 年 3 月 31 日 １，１９３戸 １，４７８人 １，７１５人 ３，１９３

人 令和 5 年 3 月 31 日 １，２０１戸 １，５１８人 １，７４４人 ３，２６２

人  

（２）人口動態調査票作成件数 

出  生  １２件 婚  姻 ５件 死  産 ０件 

死  亡 ４８件 離  婚 ９件  

※令和５年１月から１２月までに作成した件数 

 

４．印鑑登録関係 

 印鑑登録は、印影により個人を証明する制度である。新規で印鑑登録を行う際、

同一の印影が多数存在すると思われるもの（大量生産された三文判等）は偽造被

害防止のため登録できない旨を説明したうえで、十分に確認しながら登録事務

にあたっている。 

 印鑑登録証明書の発行枚数は、令和５年度７８４枚（うち公用無料１９枚）、



登録件数は１０６件であった。印鑑登録人口は２，１８１人（うち外国人４人）

（令和６年３月３１日現在）となっている。 

 

５．中長期在留者住居地届出事務関係 

 平成２４年７月９日に外国人登録制度の廃止及び住民基本台帳法の改正に伴

い、外国人住民も住民基本台帳法の適用対象となり、日本人と同様に住民票が作

成されることになった。 

令和５年度中の該当事務は１件であった。 

 

６．旅券関係 

 県から市町村への権限移譲により、平成２２年６月１日から旅券（パスポート）

の申請受付と交付に係る事務を行っている。 

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、渡航制限が実施され、申請件数は大幅

に減少したが５類移行により、以前の申請件数に戻りつつある。 

令和５年度の交付件数は５３件で、累計４２６件となっている。 

 

７．個人番号カード交付関係 

 平成２８年１月１日から社会保障・税番号制度が施行されたことに伴い、個人

番号（マイナンバー）カードの交付事務を行っている。 

 月１回、日曜日に交付事務と新規申請のサポートを実施している。申請件数、

交付件数ともに増加傾向にある。 

 令和６年３月３１日現在、マイナンバーカードの交付枚数は累計２，８５３枚

となっている。（８７.０９％） 

 

８．人権啓発関係 

 法務大臣から委嘱された人権擁護委員による人権相談を実施している。例年

実施している年４回の人権相談を令和３年度より再開している。 

なお、ポスターの掲示やケーブルテレビ文字放送等の広報活動に取り組み、人

権意識の普及高揚を図った。 

本村の人権擁護委員は、次の２名である。 

 ・前田 勝則氏 令和６年 4月 1日～令和９年 3月 31日（２期目） 

 ・嶋原 美津子氏 令和 4年 4月 1日～令和 7年 3月 31日（1期目） 



令和５年度 福祉係事務報告 

 

現在、日本では急速な高齢化と同時に、少子化が進み、人口構造に大きな変化

が起きている。２０５０年には、高齢者１人をほぼ１人の現役世代が支える「肩

車」型の社会になることが見込まれている。また、家族のあり方も変容を遂げ、

三世代同居の減少と高齢独居世帯の増加により、核家族化や地域のつながりの

希薄化が進み、子育て環境にも変化を及ぼしている。 

 このような状況の中、国においては、給付は高齢世代中心、負担は現役世代中

心という現在の社会保障制度を見直し、「全世代対応型」の社会保障制度への改

革が進められている。 

 このような改革の趣旨に鑑み、本村においても、住民が求めるニーズを的確に

把握し、社会の変化に対応した福祉サービスを提供する必要がある。 
 

１．民生委員・児童委員関係 

民生委員・児童委員は、それぞれの地域において高齢者の相談や見守り、児童

虐待の防止・早期発見のほか、在宅サービスの提供を社会福祉協議会等と連携を

図りながらその解決に向けた取り組みの中心的な役割を果たしている。また、例

年、小学生や高齢者との交流事業を実施するなど、地域の身近な存在として民生

委員・児童委員のＰＲ活動にも熱心に取り組まれてきた。 

山江村民生委員児童委員協議会は、民生委員・児童委員 16名、主任児童委員

2名の計 18名（事務局：山江村社会福祉協議会）で構成している。 

 

○民生委員・児童委員            任期（ R4.12.1～ R7.11.30） 

担当区 氏   名 就任年月日 満了年月日 

1 勝 山 良 子 令和 4年 12月 1日 令和 7年 11月 30日 

2 川 口 政 光 令和 4年 12月 1日 令和 7年 11月 30日 

3 谷 川 正一郎 平成 28 年 12月 1日 令和 7年 11月 30日 

4 石 川 淳 子 令和 4年 12月 1日 令和 7年 11月 30日 

5 大 山 澄 夫 令和元年 12月 1日 令和 7年 11月 30日 

6 藤 本 ヤス子 令和 4年 12月 1日 令和 7年 11月 30日 



7  川 和 子 平成 25 年 12月 1日 令和 7年 11月 30日 

8 赤 坂 次 雄 令和元年 12月 1日 令和 7年 11月 30日 

9 嶋 原 美津子 令和元年 12月 1日 令和 7年 11月 30日 

10 久保山  已 令和 4年 12月 1日 令和 7年 11月 30日 

11 靏 山 幸 右 令和 4年 12月 1日 令和 7年 11月 30日 

12 谷 口 さと子 令和 4年 12月 1日 令和 7年 11月 30日 

13 豊 永 やすよ 令和 4年 12月 1日 令和 7年 11月 30日 

14 山 下 和 男 令和 4年 12月 1日 令和 7年 11月 30日 

15 谷 川 安 照 平成 25 年 12月 1日 令和 7年 11月 30日 

16 黒 木 不可止 令和 4年 12月 1日 令和 7年 11月 30日 

主任児童委員 谷 川 睦 子 平成 22 年 12月 1日 令和 7年 11月 30日 

主任児童委員 坂 田 妃 美 平成 19 年 12月 1日 令和 7年 11月 30日 

 

２．生活保護関係 

 生活に困窮する者に対して、他の法律や制度による支援が受けられない、また

は、受けても生活が困窮する場合に、最低限度の生活を保障するため、その困窮

の程度に応じて必要な保護を行うとともに、福祉事務所並びに民生委員の協力

を得ながら、その自立の助長に努めた。また、生活困窮者自立支援法が平成 27

年 4 月 1 日から施行され、山江村社会福祉協議会に相談支援員を１名配置して

いる。 

 

○生活保護世帯 11世帯（住所地特例者除く）（R6.3.31現在） 

・新規 1件 

・死亡 0件 

 ・廃止 1件 

 

３．援護関係 

山江村遺族会への支援及び遺族会事業（慰霊祭）の協力を行っている。 

◆慰霊祭及び遺族会総会：令和 5年 5月 19日（場所：高寺院本堂） 

◆遺族会補助金：170,000円 



４．ひとり親福祉関係 

ひとり親世帯は増加傾向にあるため、ひとり親家庭等の福祉の充実を図るこ

とを目的に、児童扶養手当の手続きや医療費の助成を行った。 

 

○児童扶養手当  受給者数…54名  

【手当額】※所得に応じて手当額は変動する。 

 手当の支給については、奇数月に 2か月分が支給される。 

 

区分 全部支給 一部支給（所得制限による） 

対象児童１人のとき 44,140 円 44,130円 ～ 10,410円 

対象児童２人のとき（加

算） 
10,420 円 10,410円 ～ 5,210円 

対象児童３人以上のとき 

（３人目以降の加算） 
6,250 円 6,240円 ～ 3,130円 

 

○ひとり親家庭等医療費助成事業（村補助率：自己負担額の 2/3・県 1/2） 

・受給資格者証交付者数…57名 ・医療費助成総額…984,740 円 

 

５．老人福祉関係 

本格的な超高齢社会を迎え、高齢者世帯や独居世帯が増加している中、国・県

はもとより本村でも高齢者にとって安心して住みやすい地域環境を醸成するた

め各種事業を展開した。 

特に、要介護状態にならないよう介護予防・生活支援事業を推進し、福祉・医

療・保健の連携を図りながらその対策に努めた。 

 

（１）老人福祉事業 

○老人クラブ連合会育成事業助成金（会員数２３２名） ６９８，０００円 

○単位老人クラブ助成金（９単位）          ２９７，０００円 

○老人クラブ特別事業助成金             ２２５，０００円 

○シルバー人材センター助成金（会員数３２名）   １，０００，０００円 

○山江村鶴さん亀さん応援手当 基本額…5,000円  

（対象：4 月 1 日時点 70 歳以上で本村に引き続き 1 年以上居住している者） 

支給件数：890 人（641世帯） 

 



（２）在宅福祉事業 

○緊急通報装置貸与事業（対象：６５歳以上の独居者等） 

・緊急通報装置利用者数 １３名 

（ＡＬＳＯＫ４名、キューネット９名  ）R6.3.31現在  

・利用料総額 ４４６，００９円 

 

○生き生き在宅生活支援事業 

山江村社会福祉協議会委託料総額  ８，０５９，７２５円 

・配食サービス事業（４８名）     ４，２２３回（利用延回数） 

     （週３回、１食２５０円） 単価１，０８０円 

・軽度生活援助サービス事業（８名）     ２８１回（  〃  ） 

     （日常生活援助、週２回２２０円／h）単価２，５６０円／h 

・外出支援サービス事業（２６名）      ９６１回（  〃  ） 

         （タクシー、リフト付き専用車 月２０回 利用料の１割負担） 

・寝具洗濯・乾燥・消毒サービス事業（１１名） １６回（  〃  ） 

     （布団・寝具等の衛生管理） 

・生きがい対応型デイサービス事業（３７名） ９８５人（利用延人数） 

     （週１回「ほたる」にて生きがい活動） 

1～5区（水）6～12区（木）13～16区（火） 

 

○訪問理美容サービス事業 

・利用券交付者数  １１名 ・サービス利用料総額 ２５，０００円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

（３）施設福祉事業 

○養護老人ホーム（令和 6年 3月 31 日現在） 

・入所者数     延寿荘…１人 翠光園…２人 聖心老人ホーム…1人 

・老人保護措置費総額  １０，９１２，５５４円 

・自己負担額         ６５３，７４８円 
 

６．地域見守りネットワーク事業 

少子高齢化が急速に進展する中で、国内においては、高齢者の孤独死や老老介

護、悪徳商法被害等様々な問題が増加している。 

本村においても同様に、独居及び高齢者世帯は約 4 件に 1 件の割合であるこ

とから、地域での見守り、声かけ等の対策が重要となっている。 

そのような現状を踏まえ、村内全地区で地域見守りネットワークが構築され、

各地区において活動されてきた。 



【令和 6年 3月 31 日現在】 

・対象世帯：203 世帯（232名） 

・見守り協力員：180名 

・お元気ボタン利用世帯：5戸 

 

７．障がい者福祉関係 

平成２５年４月１日に施行された障害者総合支援法では難病が障がいの定義

に新たに追加された。これらに基づき、障がい者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための福祉サービスを提供している。 

また、令和６年３月には、障がい者を取り巻く環境の変化に対応するとともに、

本村の障がい者の実態等に即した施策を推進するため、「第３期山江村障がい者

計画」、「第７期山江村障がい者福祉計画」、「第３期山江村障がい児福祉計画」を

策定した。 

 

【手帳所持者数（R6.3.31時点）】 

○身体障害者手帳      １２９人 

○療育手帳（知的障害者手帳） ５４人 

○精神障害者保健福祉手帳   ３１人 

【支援事業】                    

○山江村身体障がい者福祉連絡協議会助成事業    １３０，０００円 

（会員７６名） 

○障がい者福祉年金支給事業（入院及び施設入所を除く障害手帳所持者） 

５，０００円×１４１名             ７０５，０００円 

○障がい福祉サービス給付事業（３７名）    

自己負担原則１割（国 1/2・県 1/4）   １２３，３１３，８１２円 

○障がい児福祉サービス給付事業（２６名）    

自己負担原則１割（国 1/2・県 1/4）    １７，１５９，６６９円 

○障がい者医療費給付事業（療養介護：医療を必要とする障がい者 ２名） 

  自己負担原則１割（国 1/2・県 1/4 ）     １，２１２，５２３円 

○重度心身障がい者医療費助成事業（身体 1・2 級、知的 A1・A2、精神 1 級） 

  （受給資格者６１名） 

自己負担（入院外 1,020円、入院 2,040円）県 1/2  

５，１６８，３９３円 

○身体障がい者(児)補装具費給付事業（車椅子、装具購入修理 ４名） 

  自己負担原則１割（国 1/2・県 1/4）       ２２９，９３７円 



○地域生活支援事業（日常生活用具３６件、日中一時支援 ３名） 

  自己負担原則１割（国 1/2・県 1/4）       ７５９，４４４円 

○自立支援医療（育成）給付事業（国 1/2・県 1/4）   １６，０５２円 

  身体障がい児（１８歳未満）に対する生活能力を得るための治療に 

対する医療給付（１名） 

○自立支援医療（更生）給付事業           ５０２，１１５円 

    身体損傷による治療を治癒した身体障がい者（18 歳以上）に対し、日

常生活を容易にするための医療給付・人工透析等（６名） 

自己負担原則 1割（透析：5,000 円、2,500円） 

 

８．介護保険事業関係 

介護保険制度は、介護が必要となっても住み慣れた地域や住まいで自らサー

ビスを選択し、自らの能力を最大限発揮して、尊厳のある自立した生活を送りた

いと思う高齢者のニーズに応える制度として平成１２年度に施行された。 

近年、要介護（要支援）認定者数は増加傾向にあり、第１号被保険者１人あた

り給付費も同様に増加している。 

 

【令和６年３月末現在】 

（１）第１号被保険者                 １，１９９人 

（２）要介護（要支援）認定者数（第１号被保険者）     １６９人 

               （第２号被保険者）       ４人 

（３）居宅介護（介護予防）サービス受給者数         ８６人 

（４）地域域密着型介護（介護予防）サービス受給者数      ７人 

（５）施設介護サービス受給者数               ７２人 

   ・介護老人福祉施設                  １６人 

   ・介護老人保健施設                  ４７人 

   ・介護医療院                      ９人 

（６）第１号被保険者保険料基準額           ６，０００円 

（７）介護保険料収納額（現年＋過年）    ７７，１５０，８７０円 

（８）介護給付費（居宅、施設等）     ４４３，１１７，４９１円 

（９）介護費用額（居宅、施設、総合事業等）４９２，４０７，４５９円 

（１０）介護認定状況（令和 6年 3月末現在） 

要支援

1 

要支援

2 

要介護

1 

要介護

2 

要介護

3 

要介護

4 

要介護

5 

合計 

９ １１ ２０ ４０ ４３ ３１ １９ １７３ 



（１１）令和５年度介護保険料収納状況            （単位：円・％） 

調定額 収納額 
不納 

欠損額 
収入未済額 収納率 

滞納 

件数 

現年度分 77,206,800 77,065,350 0 141,450 99.8 4 

特徴 71,765,200 71,765,200 0 0 100.0 0 

普徴 5,441,600 5,300,150 0 141,450 97.4 4 

滞納繰越分 521,560 85,520 0 436,040 16.4 6 

計 77,728,360 77,150,870 0 577,490 99.2 10 

    ※滞納件数は R6.5.31 時点 

（１２）一般会計繰入金 

  ・介護給付費繰入金     ６０，０６０，７５０円（給付費の 12.5％） 

  ・事務費繰入金       １０，５３２，０００円 

  ・介護予防・総合事業繰入金  １，３０５，６２９円（事業費の 12.5％） 

  ・包括・任意事業繰入金    ２，３５２，５４２円（事業費の 19.25％） 

  ・低所得者保険料軽減繰入金  ５，６４４，８００円 

合 計        ７９，８９５，７２１円 

 

【山江村第９期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定】 

（令和６年度～令和８年度 事業計画） 

 介護保険法第 117 条に基づき、被保険者の自立支援、介護予防又は重度化防

止及び介護給付費の適正化に関して取り組むべき事項及びその目標値を介護保

険事業計画に定めた。 

 第１回計画策定委員会（令和 5年 10月 11日開催） 

第２回計画策定委員会（令和 5年 12月 26日開催） 

第３回計画策定員会（令和 6年 2月 21 日開催） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９．家族介護者支援事業 
 在宅介護を推進するためには、要介護者に対する支援のみならず、併せて、介

護者に対する支援も必要である。そこで、介護に携わる家族介護者に対して、身

体的・精神的な負担の軽減を図るとともに、経済的な支援を実施した。 

 

○在宅介護手当（要介護３～５の高齢者を自宅にて月２０日以上介護している

方）       

【令和５年度実績】 

  令和５年４月～令和５年７月分   １８人      ５５０千円 

  令和５年８月～令和５年１１月分  ２２人      ６３０千円 

  令和５年１２月～令和６年３月分  １８人      ６１０千円  

合 計                  １，７９０千円 

 

○在宅介護リフレッシュ事業    

 【令和５年度実績】 

    第１回 アロマテラピー（参加人数１３人） 

    第２回 日帰り旅行（阿蘇方面）（参加人数８人） 

    第３回 リラクゼーション（参加人数１５人） 

    第４回 日帰り旅行（宮崎方面）（参加人数９名） 

                        合計 ３８５,３７４円 

１０．児童福祉関係 

児童福祉では、児童手当の支給事務、要保護児童への対策、保育所入所事務等

を行っている。また、子どもの出産を奨励する目的として「赤ちゃん祝金」を支

給している。村内学童クラブについては、保護者の就労状況が多様化する中で、

放課後や長期休暇中における児童の安全確保の観点から、年々、需要が高まり利

用者は増加傾向にある。 

平成 27 年度より子ども・子育て支援新制度が始まり、令和元年 10 月におい

ては、幼児教育・保育無償化が始まったことにより、更なる子育て支援サービス

の充実に取り組む必要がある。令和元年度策定した第 2 期山江村子ども・子育

て支援事業計画（5カ年計画）に基づき、事業を実施していく。 

（１） 児童手当関係 

・3歳未満              15,000円 

・3歳以上小学生 （第 1子・第 2 子） 10,000円 

（第 3子以降） 15,000円 

・中学生               10,000円 



○費用負担 

被用者（社会保険被保険者）（児童手当：0歳～3歳未満のみ） 

・事業主 7/15、国 16/45、県 4/45、市町村 4/45 

・公務員 所属庁 10/10 

・上記以外 国 2/3、県 1/6、市町村 1/6 

 

○区分ごとの受給者数 

区   分 
被用者 

（R6.3時点） 

非被用者 

（R6.3時点） 
総支給額（円） 

受給者 185 29 

 

０～３歳未満 40 8 

３歳以上小学校修了

前 
215 30 

 第１子・第２子 157 24 

第３子以降 58 6 

小学校修了後中学校

修了前 
91 16 

合 計 346 54 54,525,000 

 ※特例給付を含む。 

 

（２）子ども・子育て支援新制度関係 

〇施設型給付費・委託費給付実績 

 ・負担率（国：1/2、県 1/4） 

  ・補助率（県：1/2） ※地方単独費用部分に対する補助 

 

【1号認定】 

施設区分 
利用施設数 

[箇所] 

利用者数 

[延べ人数：人] 

給付実績 

[単位：円] 

幼保連携型認

定こども園 
2（1） 114（108） 18,104,860（17,298,600） 

幼稚園型認定

こども園 
1（0） 3（0） 623,190（0） 

幼稚園 1（0） 12（0） 961,482（0） 

 

 

 



【2・3号認定】 

施設区分 
利用施設数 

[箇所] 

利用者数 

[延べ人数：人] 

給付実績 

[単位：円] 

幼保連携型認

定こども園 
5（1） 515（454） 69,650,210(60,124,360) 

幼稚園型認

定こども園 
1（0） 38（0） 5,910,000（0） 

保育所 6（2） 962（804） 
133,677,530

（115,269,750） 

※（ ）内は管内園の数値 

 

〇子ども・子育て支援事業 

・補助率（国：1/3、県：1/3） 

事業名 運営 
実施 

個所数 
実績額（円） 備考 

利用者支援事

業 
直営 １ 2,306,104 

 

放課後児童健

全育成事業 
補助 2 13,069,400 

章鹿倉学童クラブ 

まえ学童クラブ 

乳児全戸訪問

事業 
直営 1 0 

 

延長保育事業 補助 3 900,000 
章鹿倉保育園 

山江保育園、万江保育園 

 

〇保育体制強化事業 

・補助率（県：3/4）※国補助を県が一元化 

事業名 運営 
実施 

個所数 
実績額（円） 備考 

保育体制強

化事業 
補助 1 1,200,000 

 

章鹿倉保育園 

 

○山江村子ども・子育て会議 

 子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65号)第 77条第 1項の規定に基づく

会議。平成 25年 9 月 20日に条例施行。前年度に引き続き、会議を開催した。 

 ・第 22回会議（令和 5年 10月 30日開催） 

 ・第 23回会議（令和 6年 2月 26日開催） 

http://rq481.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


（３）病児・病後児保育事業（特別保育事業） 

 平成 26年度より人吉市との共同事業で、病児・病後児保育事業を開始した。 

（実施機関：増田クリニック） 

 補助申請は人吉市が行い、本村は人吉市へ負担金を納入する。 

令和 5年度利用実績：山江村 延べ 27名（人吉市 延べ 236 名） 

 ・山江村負担額 620,000円 

【事業費】（人吉市・山江村）（補助率：県 2/3） 

 基本分 

（千円） 

加算分 

（千円） 

合計 

（千円） 

基準額 7,031 4,000 11,031 

・均等割 10％ 

・対象児童数割 10％（就学前、小学 1～3年生） 

・利用児童数割 80％ 

 

（４）障がい児保育事業 

 平成 25年度より保育に欠ける障がい児の受け入れを行う保育所に対し、補助

金を交付している。今年度は 2保育所に補助を行った。 

施設名 対象児童数（人） 補助額（円） 

章鹿倉保育園 2 657,000 

山江保育園  2 876,000 

計 1,533,000 

 

（５）こんにちは赤ちゃん祝金 

 1人当たり 5万円を支給 支給件数 13 件 支給総額 650,000 円 

 

（６）山江村出産・子育て応援ギフト 

 1人当たり 5万円を支給 

 支給件数 25件（妊娠 11件、出産 14件） 支給総額 1,250,000 円 

 

（７）子ども家庭支援拠点及び子育て世代包括支援センター 

 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うため、福祉係、保健衛生

係、地域包括支援センターが一体となり、母子保健サービスと子育て支援サービ

スを一体的に提供できる体制の構築を行っており、昨年度相談しやすい環境を

整備するため、山江村子ども子育て相談室を新たに建設した。 

 



１１．児童虐待防止・ＤＶ対策関係 

 子どもの健やかな成長に影響を及ぼす児童虐待の防止は、社会全体で取り組

むべき重要な課題となっている。本村では平成２０年４月に「山江村児童虐待防

止及びＤＶ対策地域協議会（要保護児童対策地域協議会）」を設置しており、要

保護児童や要支援児童、特定妊婦等への支援について関係機関とのケース会議

等を行った。また平成２８年度の児童福祉法の一部改正により、市町村の設置す

る要保護児童対策地域協議会の調整担当者として専門職の配置が義務付けられ、

市町村の体制強化が必要であり、要保護児童対策地域協議会の役割も大きくな

っている。児童虐待はしつけとは明確に異なり、子どもの権利を守る視点、子ど

もの発達・自立を支援する視点が重要である。子どもの安全・人権を守ることが

一番である。虐待対応は、単一の機関だけで解決することは不可能であり、関係

機関が情報や認識を共有しながら一体となって連携を行った。また、令和４年４

月に子ども家庭総合支援拠点事業を開始、子ども子育て相談室を設置し、山江村

の全ての子ども家庭の相談に対応する子ども支援の専門性を持った機関・体制、

ソーシャル機能を活用しチームで支援する体制となった。 

★対応ケース 要保護児童(八代児童相談所受理ケース)       ３件 

       要支援児童(上記以外の支援が必要なケース)    １５件 

  

◆令和５年度山江村要保護児童対策地域協議会個別ケース検討会議  ７回 

◆令和５年度山江村要保護児童対策地域協議会代表者会議      １回 

◆令和５年度山江村要保護児童対策地域協議会実務者会議      １回 

◆支援員活動 

 実績：１件、１回 

 内容：家事支援、主に室内の掃除を実施 

◆民生委員・主任児童委員へ対し児童家庭支援センターゆかりの木についての

研修会を実施。 (2/22) 

◆万江保育園で定期的に実施されている「みんなの食堂」でお弁当の配布を実施。 

１２．国民年金関係 

 国民年金に関する事業は国民年金法第３条第１項で、政府が国民年金事業の

管掌者として、国民年金事業に関する一切の事務を管理し、実施することとされ

ている。国民年金事業のすべての権限・事務は、原則として厚生労働省が行うべ

きとされており厚生労働大臣の権限や事務の多くは、主に日本年金機構に委任・

委託されている。 

 国民年金は国の責任において運用されるべきものですが、国民年金制度が住



民基本台帳や地方税制度などと密接に関係しており、また、地域住民に身近な市

町村窓口で各種の手続きや申請を行えることが、被保険者の利便性に繋がるこ

とから、国民年金の事務の一部を政令に定めるところにより市町村長が行うこ

ととされている。令和４年度は以下の申請・届出の受付けを行った。 

 

○受付けた申請・届出 

◆資格取得届（第１号、第３号被保険者）…41件 ◆種別変更届…5件 

◆氏名変更届…0件 ◆年金手帳再交付…0件 ◆保険料免除申請…42件 

◆学生納付特例申請…11件 ◆未支給年金請求…42件 

◆死亡一時金請求…0件 ◆寡婦年金請求…0件 ◆老齢年金請求…0件  

◆障害年金請求…1件 ◆産前産後免除該当届…1件 ◆年金証書再発行…0件 

 

○国民年金の被保険者数等（各年度 3月末） 

年度 
第 1号 

被保険者 

第 3号 

被保険者 

任意加入 

被保険者 

令和４年度 199人 89人 0人 

令和５年度 215人 77人 0人 

増 減 16人 △12人 0人 

１３．避難行動要支援者関係 

 平成 27年 5月より避難行動要支援者の登録制度を導入し、同意をあらかじめ

得ることにより、消防署や警察等関係機関へ要支援者の情報を事前提供できる

体制を整備している。 

 今後は次の災害発生に備え、台帳の更新及び関係各位の協力を得ながら更な

る同意取得率の向上を目指す必要がある。 

 

【避難行動要支援者となる方】 

災害が発生し、または災害の発生するおそれがある場合、自ら避難することが

困難な方であって、その円滑かつ迅速な避難の確保のために特に支援を要する

方。 

令和 6年 3月末現在で、172名（うち、同意を得ている方 91 名）。 

 

１４．男女共同参画関係 

 平成２３年４月１日から「山江村男女共同参画基本条例」を施行した。この条

例に基づき、村民一人ひとりがそれぞれの立場で、男女共同参画社会の構築に向



けて、行政、村民、事業所等が協働して総合的・計画的に推進している。 

 令和５年度は、第３期男女共同参画基本計画に基づき、庁内委員会を３回、審

議会を２回実施した。 

 

１５．自殺対策関係 

 平成１８年１０月に自殺対策基本法が施行され、それまで「個人的な問題」と

されてきた自殺が、「社会的な問題」と捉えられるようになる。平成２８年３月

には自殺対策基本法が改正、本村においても平成３０年度に「いのち支える山江

村自殺対策計画」を策定。「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現に

向け自殺対策を推進し、事業を展開した。また、令和５年３月に健康増進法・食

育基本法・自殺対策基本法に基づき「山江村健康増進計画」を一体的に策定した。 

◆こころの健康相談事業 

  精神科医師と連携し、適切な解決方法を見出すための相談体制を整備し周

知していたが、相談事業の利用は無かった。 

◆自殺防止啓発事業 

自殺防止の重要性に関する住民理解を深め、自殺や自殺対策に対する正しい

知識の普及を図るため、リーフレットの配布や若年層対策事業講演会を行った。

また、いのち支える自殺対策ネットワーク推進協議会を開催し、推進委員に対

して講演会を行った。 

  ○リーフレット配布対象：村内全世帯１，１９３件（令和５年８月時点） 

  〇若年層対策事業講演会：山江中学校全生徒      １２８名 

              山江中学校職員         ８名 

  〇いのち支える山江村自殺対策ネットワーク推進協議会   １回 

 

１６．物価高騰対策関係 

 物価高騰等に直面する低所得世帯の支援するため給付金の支給を行った。 

（１）山江村電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 

  令和 5 年 6 月 1 日時点において、世帯全員の令和 5 年度分の住民税均等割

が非課税である世帯かつ世帯員の全員が課税されている親族等の扶養を受け

ていない世帯に対し給付金を支給した。 

  ・支給件数：319世帯（1世帯あたり 3万円） 

・支給総額：9,570,000 円 

 

 

 



（２）山江村物価高騰対策給付金 

  令和 5年 12月 1日時点において、世帯全員の令和 5年度分の住民税均等割

が非課税である世帯かつ世帯員の全員が課税されている親族等の扶養を受け

ていない世帯に対し給付金を支給した。 

  ・支給件数：318世帯（1世帯あたり 7万円） 

・支給総額：22,260,000 円 

 

（３）低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 

  令和 4 年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者であ

った世帯に対し給付金を支給した。 

 【国給付金】 

 ・支給件数：12 世帯 26名（児童１人あたり一律 5万円） 

 ・支給総額：1,300,000 円 

 【県給付金】 

 ・支給件数：11 世帯 25 名（対象世帯あたり 2 万円。第 2 子以降 5 千円加算） 

 ・支給総額：290,000 円 

 

（４）山江村保育所等副食費助成金 

  保育所等を利用する村内に在住する児童の保護者に対し副食費を助成した。 

   ・支給件数：55世帯 60名 

   ・支給総額：2,808,100円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和５年度 保健衛生係事務報告 

１．環境衛生 

（１）感染症等について 

①新型コロナウイルス感染症、季節性インフルエンザについて、予防接種

勧奨を含む感染予防対策について、広報・回覧・ケーブルテレビなどによ

り広く周知し、感染予防啓発に努めた。また、感染を早期に発見し感染拡

大防止を図る観点から、希望する村民および小中学校に対し、昨年度に引

き続き新型コロナウイルス抗原簡易キットの無償配布を行った。 

   ②夏場には食中毒注意報が発令され、冬場にはインフルエンザやノロウ

ィルスに関して注意するよう呼びかけ、人吉保健所の指導と併せて予防

のため広報などで啓発に努めた。 

   ③屋外での活動が盛んになる季節には、日本紅斑熱や重症熱性血小板減

少症候群（SFTS）等のダニ媒介感染症について、広報誌や回覧、ケーブル

テレビ等により住民へ注意喚起を図った。 

    

（２）環境美化、ごみ対策について 

①環境美化活動について 

令和 5 年度の環境美化一斉行動については、新型コロナウイルス感染

症予防と熱中症に注意し、各地区で日程を調整の上、行っていただくこと

とした。 

山江村の環境、景観美化の推進に向け、道路・河川・堤防沿いなど身近

な場所の草刈りや空き缶等のゴミ拾いを実施し、快適な地域環境保全の

必要性を啓発した。 

（道路・河川・堤防沿いの草刈作業に対して年間 1区あたり燃料 40ℓの助

成。） 

②一般廃棄物及び資源ごみ分別（リサイクル）収集について 

平成 14 年 12 月 2 日人吉球磨クリーンプラザの供用開始に伴い、資源

ごみが 14品目と細分化されている。引き続きごみ出しルールを徹底する

ため、広報誌や防災無線等でごみの分別・資源ごみ・有害ごみの出し方の

普及啓発に努めた。 

  収集業務においては、令和 5年 4月 1日から令和 7年 3月 31日までの

2年間、可燃物を「有限会社 はと衛生社」（代表取締役 石崎 哲彦）、資

源・不燃ごみを「有限会社 エガワ解体」（代表取締役 江川 拓也）と業

務委託契約を行い、ごみ収集日程により可燃・不燃・資源ごみ（14品目）



の収集を実施した。 

  また、令和 5 年度から令和 6 年度までの山江村家庭系一般廃棄物収集

運搬業務に係る受託候補者の選定を行い、可燃物を「有限会社 はと衛生

社」（代表取締役 石崎 哲彦）、資源・不燃ごみを「有限会社 エガワ解体」

（代表取締役 江川 拓也）として決定した。 

種別 委託業者 委託料（月額） 

可燃ごみ 有限会社 はと衛生社 184,500円 

資源ごみ・不燃ごみ 有限会社 エガワ解体 118,500円 

 

 

 

 

 

○人吉・球磨地区家電リサイクルごみ取扱指定業者 

・人吉市願成寺町１６５０番地 （株）高木栄商店 

○可燃・不燃ごみの収集量 

 可燃ごみの収集量 （単位：ｔ） 

 

不燃ごみの収集量 （単位：ｔ） 

令和 4年度 令和 5年度 前年比 令和 4年度 令和 5年度 前年比 

662.69 626.87 94.6％ 41.39 35.62 86.1％ 

 

○資源ごみの収集量（委託収集＋直接搬入） 

ご み 収 集 量  （単位：ｔ） 

新聞紙 雑誌 ダンボール 布 アルミ缶 スチール缶 

R4 R5 R4 R5 R4 R5 R4 R5 R4 R5 R4 R5 

14 12 19 18 11 10 5 4 0 0 0 0 

 

ご み 収 集 量  （単位：ｔ） 
合 計 

透明ビン 茶色ビン その他ビン ペットボトル 

R4 R5 R4 R5 R4 R5 R4 R5 R4 R5 

4 4 8 7 1 1 10 9 72 65 

 

一般廃棄物処理業許可業者 

１ 有限会社 エガワ解体 

２ 有限会社 はと衛生社 

３ 人吉衛生設備管理 有限会社 

４ 株式会社 髙木栄商店 

５ 肥後環境 株式会社 

６ 株式会社 サンキョー 

不法投棄廃棄物運搬委託契約業者 

１ 人吉衛生設備管理 有限会社 

２ 株式会社 高木栄商店 

３ 有限会社 はと衛生社 



③廃棄物の不法投棄防止について 

家庭や事業所等から発生した廃棄物及び家電リサイクル法の施行に伴

う家電 4品目の不法投棄が増加したため、山江村美しい村づくり条例に基

づき区長代理者（環境美化監視業務）、駐在所と連携した監視を強化し、不

法投棄防止に努めた。 

また、シルバー人材センターに月 2 回の不法投棄パトロール及び回収

を業務委託し、環境美化に努めた。 委託料年額 302,000 円 

 ④ごみ分別等について 

    令和 5 年度は、例年どおり各地区において、ごみ減量及び野良猫の餌

付けや野焼き等を行っている家庭への指導を行った。 

    

○区長代理者名簿（環境美化監視業務） 

氏  名 担当区 任 期 

増木 和則 1 Ｒ5.04.01～Ｒ7.03.31 

横山 浩之 2 〃 

山本 政照 3 〃 

福川 政浩 4 〃 

中村 和広 5 〃 

山田 靜也 6 〃 

片岡 良一 7 〃 

立山 孝 8 〃 

白柿 憲美智 9 〃 

上村 斗巳扶 10 〃 

靍山 幸浩 11 〃 

久保田 康浩 12 〃 

豊永 浩 13 〃 

田 昭信 14 〃 

中村 忠利 15 〃 

川口 けい子 16 〃 

 

 

 



２．狂犬病予防事業 

平成 13 年 12 月 20 日から「熊本県動物管理条例」が改正され、「熊本県動物

の愛護及び管理に関する条例」として公布された。 

全ての人が命ある動物を虐待することのないようにするとともに、人と動物

の共生に配慮しつつ、適正に取り扱うようにするという考え方が条例に盛り込

まれているが、未だに捨て犬、放し飼い、散歩による糞の不始末による住民から

の苦情が後を絶たない。 

令和 5年度登録数（R6.3.31現在） 

前年度末 登録 転入 転出 死亡 台帳整理 登録総数 注射 注射率 

259 11 2 2 29 0 241 235 97.5％ 

 

３．健康増進事業 

村民の健康の保持を図るため、疾病の予防、がん検診等の保健事業を総合的に

実施した。 

 

（１）健康教育 

集団健康教育は病態別の健康教育と、一般の健康教育を実施した。また熱中症

予防や食中毒予防の講話、運動についての健康づくり教室を実施した。 

・ 実施回数  ９０回      延べ参加人数    ５９０人 

 

（２）健康相談 

住民健診後に、結果説明会での健康相談や随時総合健康相談を実施した。また

高齢者については毎月ほたる亭を会場に保健師・栄養士が出向き血圧測定や健

康相談・栄養講話などを行った。 

     ・ 実施回数 ７０回      延べ参加人数    ３６３人 

 

（３）訪問指導 

各検診要精密者及び要指導者を対象に、保健師・看護師・栄養士が家庭を訪問

し、本人、家族に対して訪問指導を実施した。 

・ 要指導者等（延）   ３２０人（４０歳～６５歳未満）  

※６５歳以上の高齢者の訪問については、地域包括支援センターと連携して

行った。 

 



（４）住民健康診査事業 

国民健康保険被保険者の対象者に対し、特定健診・特定保健指導を国保部門と

協力して実施した。全住民の一定年齢の方を対象にがん検診を実施した。 

がん検診は、「集団健診」（山江村体育館で実施する複合健診）と、「施設健診

（ドック）」（健診機関で全ての項目を実施するドック）と、「施設健診（ドック

以外）」（子宮がん検診・乳がん検診・骨粗鬆症健診については人吉市医師会に所

属する医療機関及び人吉医療センターで、胃がん検診・前立腺がん検診について

は人吉市医師会に所属する医療機関）から選択して受診できる方法で実施した。 

さらに、脳血管疾患・生活習慣病の予防を図るため、「脳ドック」及び自分

の歯を保有し、食べる楽しみを享受して豊かな人生を送っていただけるよう

「歯周疾患検診」を実施した。 

・集団健診助成額                ５，５７６，５０１円 

・施設健診（国保・がんドック）助成額      ４，６０１，４２１円 

・施設健診（ドック以外）助成額         ４，４３９，９６４円 

・脳ドック助成額                １，０５９，６９２円 

 

健診種別 対象者 受診者数 

集団健診 ２０歳以上 ３０８人 

国保人間ドック ３０歳～７４歳（国保のみ） １４９人 

がんドック ４０歳～７４歳（国保以外）  ５６人 

脳ドック ３０歳～６９歳  ４１人 

歯周疾患検診 20・30・40・50・60・70歳  ２９人 

 

令和５年度における各種検診の受診者は下記のとおりである。 

検診名 対象者数 受診者数 受診率 

肺がん検診※１・４ ２，１２８人 ６５３人 ３０．７％ 

胃がん検診※２・４ ２，１２８人 ４０８人 １９．２％ 

大腸がん検診※４ ２，１２８人 ５５１人 ２５．９％ 

子宮がん検診※４ １，３９５人 ３１５人 ２２．６％ 

乳がん検診※３・４ １，３０９人 ３２４人 ２４．８％ 

腹部超音波検診 － ６８１人 － 

骨粗しょう症検診 － １７１人 － 

リフレッシュ検診 －  ２７人 － 

前立腺がん検診 ９７０人 １９５人 － 

 ※１ 肺がん検診は、胸部エックス線検査を受けた数のみ計上。 

※２ 胃がん検診は、胃透視検査及び胃内視鏡検査を受けた数を計上。 



※３ 乳がん検診は、マンモグラフィ検査を受けた数のみを計上。 

※４ 対象者数は「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針（平

成 20年 3月健康局長通知別添）」のとおり、職域等で受診機会のある人も含め、

各がん検診の対象年齢の全住民を計上。 

 

（５）区長代理者（健康増進に関する業務） 

 健康寿命の延伸の実現を目指し、本人自ら及び地域住民の健康管理を図るこ

とを目的に、住民健診に関するスケジュール、受診率向上における地域での取組

みについて等、区長代理者会議にて説明を行った。 

 

（６）健康づくりポイント事業 

 健康寿命の延伸の実現を目指し、健診の受診率の向上及び健康づくりへの習

慣と関心を高め、健康的な生活習慣の定着を推進することを目的に、健康づくり

ポイント事業を平成 30年度より実施している。 

令和５年度 

健康づくりポイ

ント 

登録者数 
ポイント交換

（人数） 

ポイント交換   

（商品券金額） 
請求金額 

429人 315人 764,700円 763,000円 

 ※健康づくりポイント事業協力店（村内 10事業所） 

 

４．食生活改善及び食育事業 

 栄養・食生活の改善は生活習慣病の発生予防と重症化予防の徹底のほか、子

どもや高齢者の健康、社会環境の整備の促進のために、関係部局や関係機関との

連携をとって、各事業の中で実施している。 

 

（１）食生活改善推進員活動（会員数 30 名）   村助成金 200,000円 

食生活改善推進員の活動は幼児から高齢者まで、本村の様々な事業（母子保

健事業、健康増進事業、介護予防事業、福祉事業）への協力や保育園、小、中学

校、地域、団体からの協力依頼に応じ、食生活の改善、食育事業を幅広く実施し

ている。 

  令和 5 年度は、新型コロナウイルス感染症が第 5 類へ引き下げとなり、前

年度よりも多くの事業を実施することができた。今後も感染予防対策を講じ

ながら活動していく。 

 

 

 



 令和５年度食生活改善推進員地区組織活動実績 

 ＜方法別活動状況＞ 

推進員

数 

集会 対話・訪問 総数 
自己学習 

回数 人数 回数 人数 回数 人数 

３０人 ７３ １１７３ ０ ０ ７３ １１７３ １９３ 

  

＜項目別活動状況＞ 

区分 

子どもの 

健康・食生活 

若者・働き世代

の健康・食生活 

高齢者の 

健康・食生活 
その他 

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 

回数 

人数 
１４ ３２８ １ ９ ５６ ６７１ ２ １６５ 

 

（２）生活習慣病予防(減塩活動) 

生活習慣病の原因となる食生活での塩分について、関心と理解を求め、減塩

のための活動を実施している。 

   ・３か月児健診時                  １２人 

 

（３）食育活動 

広報掲載では旬の食材を使ったレシピを掲載し、乳幼児健診ではおやつを

通して成長期の食の重要性を周知、母子手帳交付時には妊婦の食について指導

している。 

・広報誌掲載（旬のレシピ等）            １２回 

・乳幼児健診時おやつ      年３回       ２７人 

・食育ランチョンマット              ３８５人 

５．予防接種事業 

予防接種法による定期予防接種を個別接種で実施した。平成２５年４月より

子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、平成２６年

１０月より水痘ワクチン、平成２８年１０月より B 型肝炎ワクチン、令和２年

１０月よりロタウイルスワクチンが定期予防接種となり、乳幼児期に受ける予

防接種が増加している。また、６５歳以上を対象とした高齢者用肺炎球菌ワクチ

ンが平成２６年１０月から定期予防接種となった。 

 

 



（１）定期接種 

日本脳炎に関しては平成１７年から積極的勧奨を控えていたが、新たなワク

チンが開発され、予防接種が再開されている。令和３年度においては、日本脳炎

ワクチンの供給量の大幅な減少に伴い、優先接種対象者（４回接種のうち１・２

回目の接種）が設定され、令和３年度（令和３年４月から令和４年３月）に４歳・

９歳になる対象者は令和４年度に接種延期となった。子宮頸がん予防ワクチン

について、ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛が接種後に見ら

れたことから、平成２５年６月から積極的な接種勧奨の一時差し止めとなって

いたが、ワクチンの安全性と有効性を確認し、令和４年度より積極的勧奨を再開

とした。 

B類疾病であるインフルエンザ予防接種は、対象者に個人負担金１，５００円

で行い、高齢者用肺炎球菌については、平成２７年度から令和元年度までの予定

で経過措置による対象年齢が拡大されたが、令和元年の予防接種施行令の一部

改正に伴い令和５年度まで延長することとなった。本年の経過措置の対象者に

個人負担金２，７００円で実施した。 

Ａ類疾病 

三種混合（ＤＰＴ）       

二種混合

（ＤＴ） 

四種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ） 

第１期 第１期 

初回接種 
追加接種 

初回接種 
追加接種 

第１回 第２回 第３回 第１回 第２回 第３回 

接種者数 0 0 0 0 20 13 13 13 15 

          

Ａ類疾病 

不活化ポリオ（単抗原ＩＰＶ） 
日本脳炎 

第１期 

第２期 初回接種 
追加接種 

初回接種 
追加接種 

第１回 第２回 第３回 第１回 第２回 

接種者数 0 0 0 0 12 13 25 29 

 

Ａ類疾病 
ヒブワクチン 小児用肺炎球菌ワクチン B 型肝炎ワクチン 

第１回 第２回 第３回 第４回 第１回 第２回 第３回 第４回 第１回 第２回 第３回 

接種者数 12 10 9 16 12 10 9 16 12 10 10 

 

Ａ類疾病 
麻しん・風しん（混合） 

ＢＣＧ 
水痘ワクチン 

第１期 第２期 第１回 第２回 

接種者数 19 26 13 19 17 

 



Ａ類疾病 

ロタウイルスワクチン 子宮頸がん予防ワクチン 

１価 ５価 ２価・４価 ９価 

第１回 第２回 第１回 第２回 第３回 第１回 第２回 第３回 第１回 第２回 第３回 

接種者数 11 9 1 1 1 0 2 11 18 8 5 

 

Ｂ類疾病 
インフルエンザ 成人用肺炎球菌 

６５歳以上 65,70,75,80,85,90,95,100 歳 

接種者数 740 57 

 

 

（２）任意接種 

生後６か月から高校３年生までを対象に任意インフルエンザ予防接種費用の

助成を実施している。（個人負担金１，０００円）  

また風しんが全国的に流行したことをきっかけに、風しんから妊婦を守り、先

天性風しん症候群の発生を防止することを目的に、熊本県が行う風しん抗体検

査の結果、予防接種が必要と判断された者に対して県補助を活用し、風しん予防

接種費用の全額助成を行っている。令和５年度は助成申請なし。 

 令和５年４月からは、帯状疱疹予防接種費用の経済的負担の軽減及び健康保

持増進を目的とし、任意接種である帯状疱疹の予防接種を希望する者に対し、予

防接種費用の一部の助成を開始した。（接種費用の 1/2を助成し、上限 10,000円

まで） 

また、子宮頸がんワクチンの積極的勧奨の差控えにより、接種ができなかった

年齢の女子に対しては、子宮頸がんワクチン接種費用の全額を助成し、償還払い

で対応した。 

 

 

 接種項目 接種者数 

インフルエンザ予防接種費助成（６か月～高校３年生） 128（延） 

風しん予防接種費助成    0  

帯状疱疹予防接種費助成 17(延） 

子宮頸がん予防接種費助成（キャッチアップ） 6（延） 

 

 

 

 



（３）風しんの追加的対策 

 風しんの追加的対策は、抗体保有率が低い世代（１９６２年４月２日から１９

７９年４月１日生まれの男性を対象）に対し、２０２５年３月末まで風しんの抗

体検査・予防接種を公費で受けられるようにし、この世代の抗体保有率を９０％

以上にすることを目指している。抗体検査については国庫補助１/２があるが、

予防接種については市町村の自主財源で実施している。 

 

実施者数（令和 5 年度で支出分のみ計上） 

抗体検査実施者数 1人 

予防接種者数 1人 

 

（４）新型コロナウイルスワクチン接種 

 新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生をできるだけ減らし、

まん延防止を図るため、新型コロナウイルスワクチン接種が始まった。本村は無

医村であるため、人吉市・錦町・球磨村・相良村・五木村と共同接種体制を構築

し、医療機関での個別接種により希望するものに接種の機会を確保した。 

 接種実績（令和 3年 4月～令和 6年 3月末累計） 

 

初回接種（1回目） 2,888 

初回接種（2回目） 2,870 

追加接種（3回目） 2,631 

追加接種（4回目） 1,909 

追加接種（5回目） 1,413 

追加接種（6回目） 955 

追加接種（7回目） 613 

 

６．母子保健事業 

  ３か月児健診及び７か月児育児学級は山江村・相良村合同で実施し、1歳６か

月児健診・３歳児健診事業は山江村･錦町・相良村の保健師の相互派遣を行った。

健診に伴う医療機関の医師として乳児健診を人吉医療センター小児科医に、１

歳６か月児健診・３歳児健診の内科を人吉市医師会所属の小児科医、歯科健診を

熊埜御堂歯科医院、妊婦健診を熊本県医師会所属の産婦人科医に依頼し実施し

ている。乳児訪問について、保健師、子育て相談支援員による全戸家庭訪問を実

施した。 

乳幼児の健全発達を促進し、将来、精神発達面において障がいを招来するおそ



れのある乳幼児を早期に把握し、適切な支援を行うことを目的とした乳幼児発

達相談事業や保育園等訪問を実施した。養育支援が必要と判断した家庭に対し、

保健師がその居宅に訪問し、養育に関する指導、助言等を行った。また、特に年

長児に係る適正就学について、教育委員会や保育園等の関係機関との連携を図

り、保護者への連絡調整を行った。 

（１）妊娠の届出（母子健康手帳交付数）   １３人 

（２）母子健康診査 

 一 般 健 康 診 査 

実施数 

妊  婦 
乳  児   

（3か月） 
幼  児 

受 診

実人員 

受 診

延人員 

対 象

人 員 

受 診

延人員 

１歳６か月児 

健康診査 

３歳児 

健康診査 

対 象

人 員 

受 診

実人員 

対 象

人 員 

受 診

実人員 

22 173 12 12 24 24 27 26 

 

(再掲) 

医療機関等へ

委託 

22 173 12 12 24 24 27 26 

 
（３）母子保健指導 

妊    婦 産    婦 乳    児 幼    児 電話相談 

延 人 員 実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 

13 13 12 12 22 22 100 130 48 

（４）母子訪問指導 

  妊  婦 産  婦 未 熟 児 
乳児(新生児・未

熟児を除く。) 
幼  児 そ の 他 

  実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 

実施数 0 0 12 12  0 0 12 14 5 8 0 0 

 

（５）衛生教育 

  

母     子 
歯科 計 

思春期・未婚女性学級 育児学級 

回  数 0 8 43 51 

延人員 0 10 135 145 



（６）不妊治療費助成 

・特定不妊治療   助成件数 １件   助成額  １２３，４４０円 

 ・一般不妊治療   助成件数 ０件   助成額  なし 

 

７．歯科保健事業  

山江村の幼児はむし歯が多い現状であり、１歳６か月児健診、２歳児歯科検診、

３歳児健診、５歳児歯科検診においてフッ化物塗布を行っている。また、むし歯

予防対策の一環として、保育園及び村内小中学校においてフッ化物洗口を実施

している。 

 

（１）フッ化物塗布 

・実施回数  15 回    フッ化物塗布実施数  95名 

 

（２）フッ化物洗口 

施設名 対象者数 回数 延人数 備考 

章鹿倉保育園 15人 234 3,464人 年中、年長児 

山江保育園 22人 201 3,761人 年中、年長児 

山田小学校 171人 35 5,553人 1～6年生 

万江小学校 30人 34 1,042人 1～6年生 

山江中学校 119人 34 3,938人 1～3年生 

 

８．すこやか子ども医療費助成事業 

平成２１年４月１日より子どもの疾病の早期発見を促進し、健康の保持及び

子育て支援を図るため「すこやか子ども医療費助成事業」を開始した。     

平成２３年度から対象者を満１５歳以後の最初の３月３１日までにある子ど

も（中学生まで）に、平成２８年度からは対象者を満１８歳以後の最初の３月３

１日までにある子ども（高校生まで）に対象年齢を引き上げて助成を行っている。 

 ※助成方法：現物給付：窓口支払いがない。 

償還払：窓口で立替後申請（加入保険に付加給付がある場合。） 

・対象者数（０歳～１８歳）        ６１１人（令和６年３月末） 

・助成延べ件数            ９，５５６件 

・助成総額        １８，７３３，４９６円 

 

 



〇令和 5年度すこやか子ども医療費助成状況〇 

 

現物給付 償還払 

助成者数

（人） 

助成額

（円） 

対象者数

（人） 

助成額

（円） 

就学前 
３歳未満 1,049 1,791,340 23 196,350 

３歳以上 1,964 2,854,800 62 140,374 

小学生 3,352 6,359,586 114 600,431 

中学生 2,168 4,456,630 67 487,670 

高校生 669 1,531,190 88 315,125 

合 計 9,202 16,993,546 354 1,739,950 

※年齢は令和６年４月１日時点 

※助成者数は延べ人数。 

９．献血事業 

・献血者（年 2 回実施）  

４月 ４００mℓ ４３人（受付４５人） 

     １１月 ４００mℓ  ４６人（受付５４人） 計８９人（受付９９人） 

※採血量実績 ３５，６００mℓ※（令和４年度採血量実績 ３５，２００mℓ） 

 

１０．鍼灸施療費支給事業 

鍼灸施療により住民の健康の保持を図るため、住民の申請により鍼灸施療券

を発行した。村が指定する人吉球磨郡鍼灸師。１枚当たり 500円の補助。 

 ・発行枚数：１，１３６枚 ・支給総額：２０９，５００円（４１９件分） 

 

１１．国民健康保険事業 

国民健康保険制度は、医療保険制度の中核である地域医療保険として国民皆

保険を支える基盤的役割を担い、健康の保持・増進に大きな役割を果たしている。 

 全体として国保被保険者数は減少傾向にあるが、低所得者の加入が多いこと

や年齢構成が上昇していることから医療費水準が高く、所得に占める保険料が

大きくなり、本村のように小規模な保険者は財政が不安定な状況であるところ

が多い。 

 このような背景により、平成３０年度から都道府県が保険者に加わり財政運

営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等国保運営の中

心的な役割を担い、制度の安定化を図ることとなっている。 



（１）制度改正に伴う新規システム改修について 

・令和５年度産前産後期間における国民健康保険料等の減免措置の導入に

係る国民健康保険システム改修業務 

  （２）資格の状況について 

・令和６年３月末現在 国保世帯数  ４３０世帯（前年比 △１１世帯） 

             被保険者数 一般 ６６５人（前年比 △ ４人） 

退職   ０人（前年比 ±０人） 

計  ６６５人（前年比 △ ４人） 

 

・異動届書件数（令和５年４月１日～令和６年３月３１日） 

・取得件数         ・喪失件数 

転  入  ２８件     転  出  １５件 

       社保離脱  ９９件     社保加入  ６６件 

       生保廃止   １件     生保開始   １件 

       出  生   ２件     死  亡   ９件 

       後期離脱   ０件     後期加入  ４５件 

       そ の 他   ４件     そ の 他   ２件 

           計   １３４件       計    １３８件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）国保財政運営状況について 

①国民健康保険税 

調定額
（円）

収納額
（円）

不納欠損額
（円）

収入未済額
（円）

収納率
（％）

49,847,100 49,403,940 0 443,160 99.1

医療分 34,256,600 33,971,294 0 285,306

後期高齢者支援金分 12,375,300 12,270,401 0 104,899

介護納付金分 3,215,200 3,162,245 0 52,955

18,886,329 1,693,309 212,800 16,980,220 9.0

医療分 13,132,525 1,153,525 152,605 11,826,395

後期高齢者支援金分 3,545,612 324,084 57,696 3,163,832

介護納付金分 2,208,192 215,700 2,499 1,989,993

0 0 0 0 0.0

医療分 0 0 0 0

後期高齢者支援金分 0 0 0 0

介護納付金分 0 0 0 0

0 0 0 0 0.0

医療分 0 0 0 0

後期高齢者支援金分 0 0 0 0

介護納付金分 0 0 0 0

68,733,429 51,097,249 212,800 17,423,380 74.3

一
般
被
保
険
者

退
職
被
保
険
者
等

合    計

区   分

現年分

滞納繰越分

現年分

滞納繰越分

 

②一般会計繰入金 

 ・保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）      １２，１１０，６５０円 

（国：支援分の 1/2、県：軽減分の 3/4・支援分の 1/4） 

 ・保険基盤安定繰入金（保険者支援分）       ６，３３２，２４７円 

 ・未就学児均等割保険料（税）             ２０６，３６３円 

・出産育児一時金繰入金（５０万円／人×２／３）    ３３３，３３３円 

 ・財政安定化支援事業繰入金            ７，５７１，９１５円 

（高齢者の割合等による医療費増加分を補てん） 

 ・事務費繰入金                    ２０７，０００円 

   合 計                   ２６，７６１，５０８円 

 

③基金繰入金 

国保財政調整基金 ０円（令和６年３月末基金残高 ４０，０９９，７３０円） 

 

 



（４）保険給付の状況について（年報 C表より） 

 ① 保険給付費      

 ※療養給付費等に食事療養費標準負担額差額分含む 

（件数4件、保険者負担14,100円） 

（療養給付費の内訳）      

件数 費用額

248 113,651,480

一般分 248 113,651,480

退職分 0 0

6,908 84,397,040

一般分 6,908 84,397,040

退職分 0 0

1,344 18,195,980

一般分 1,344 18,195,980

退職分 0 0

5,783 84,762,750

一般分 5,783 84,762,750

退職分 0 0

244 8,821,976

※件数は再掲 一般分 244 8,821,976

退職分 0 0

36 2,027,890

一般分 36 2,027,890

退職分 0 0

14,319 311,857,116合    計

調剤

区   分

入院

入院外

歯科

訪問看護

食事・生活療養費

 

件数 費用額 保険者負担分

14,319 311,857,116 229,359,670

一般分 14,319 311,857,116 229,359,670

退職分 0 0 0

211 1,129,744 824,856

一般分 211 1,129,744 824,856

退職分 0 0 0

573 33,120,296

一般分 573 33,120,296

退職分 0 0

2 84,988

一般分 2 84,988

退職分 0 0

15,105 312,986,860 263,389,810合    計

高額介護合算療養費

区   分

療養給付費等※

療養費等

高額療養費



② 任意給付 

  ・出産育児一時金 １件   ５００，０００円（５００，０００円/１件） 

・葬 祭 費   ８件   １６０，０００円（２０，０００円/１件） 

 （一般＋退職） 

年度 平均世帯数 平均被保険者数 一人当たりの調定額 一人当たりの医療費 

５ ４３７世帯 ６７５人 ７３，８４８円 ４６３，６８４円 

※一人当たりの調定額は、「（３）国保財政運営状況について ①国民健康保険税」の調定額の現年分合計

を平均被保険者数で割ったもの 

※一人当たりの医療費は、「（４）保険給付の状況について ①保険給付費」の費用額を平均被保険者数で割

ったもの 

 

（５）保健事業について 

 ① 特定健診等の状況について 

・特定健診受診率 行政区別 (※法定報告前) 

男 女 計 男 女 計 男 女 計

第1区 16 13 29 10 9 19 62.50% 69.23% 65.52%

第2区 19 19 38 11 10 21 57.89% 52.63% 55.26%

第3区 13 12 25 7 9 16 53.85% 75.00% 64.00%

第4区 20 26 46 12 19 31 60.00% 73.08% 67.39%

第5区 9 10 19 6 5 11 66.67% 50.00% 57.89%

第6区 8 11 19 6 7 13 75.00% 63.64% 68.42%

第7区 18 10 28 8 7 15 44.44% 70.00% 53.57%

第8区 19 17 36 11 9 20 57.89% 52.94% 55.56%

第9区 25 23 48 11 12 23 44.00% 52.17% 47.92%

第10区 13 15 28 8 9 17 61.54% 60.00% 60.71%

第11区 18 13 31 10 9 19 55.56% 69.23% 61.29%

第12区 9 10 19 7 6 13 77.78% 60.00% 68.42%

第13区 13 9 22 9 6 15 69.23% 66.67% 68.18%

第14区 23 24 47 13 17 30 56.52% 70.83% 63.83%

第15区 21 13 34 10 10 20 47.62% 76.92% 58.82%

第16区 6 7 13 3 5 8 50.00% 71.43% 61.54%

合計 250 232 482 142 149 291 56.80% 64.22% 60.37%

受診率受診者対象者
行政区

 



・特定保健指導 

   動機付け支援実施人数 ２５名、積極的支援実施人数 ２名 

 

②医療費適正化への取り組みについて 

・ 医療費通知 年６回発行 
 ・ 後発医薬品（ジェネリック医薬品）差額通知 年２回発行 

 

（６）国民健康保険運営協議会について 

 〇第１回 令和５年９月５日  

   ・山江村国民健康保険事業状況について 

   ・山江村国民健康保険税について 

 〇第２回 令和６年２月１６日 

   ・国民健康保険事業納付金および保険税について 

   ・令和６年度国民健康保険事業予算（案）について 

   ・各種計画（案）について 

   （運営協議会委員） 

職 名 氏   名 就任年月日 満了年月日 備  考 

会 長 稲留 定則 令和 3年 9月 22 日 令和 6 年 9 月 21 日 商工会会長 

会長代理 右田 慎也 令和 3年 9月 22 日 令和 6 年 9 月 21 日 JA青壮年部 

委 員 蕨野 正信 令和 3年 9月 22 日 令和 6 年 9 月 21 日  農業自営 

委 員 白川 正博 令和 3年 9月 22 日 令和 6 年 9 月 21 日 農業自営 

委 員 曺 光男 令和 6年 2月 16 日 令和 6 年 9 月 21 日 球磨病院 

委 員 村田 圭介 令和 3年 9月 22 日 令和 6 年 9 月 21 日 
人 吉 球 磨

薬剤師会 

 

１２．後期高齢者医療事業 

 平成２０年４月より、７５歳以上の高齢者を対象とした後期高齢者医療制度

が施行されている。運営は都道府県ごとに設置された広域連合が行い、市町村は

窓口業務（申請受付や保険証交付など）、保険料徴収を主な事務とする。 

後期高齢者医療制度における医療給付は、窓口での患者負担を除き、※公費

（約５割）、後期高齢者支援金（若年者の保険料約４割）、被保険者の保険料（約

１割）によって広域連合が行っている。 

※国：県：市町村＝４：１：１ 

  



○令和４・５年度の保険料 

・均等割額 ５４，０００円 

・所得割額 （総所得金額－３３万円）×１０．２６％ 

・保険料限度額 ６６万円 

公的年金等の収入のみで、年金額が１５３万円以下の場合は、所得割額はかか

らない。 

 

○一般会計繰入金 

  ・事務費繰入金   ８８，０００円 

  ・保健基盤安定繰入金（保険料軽減分・医療給付費の補てん） 

１１，２６５，７５０円（県３／４） 

     合計 １５，１７６，２５０円 

○被保険者数   ６２６人（令和６年３月末現在） 

○後期高齢者医療保険料収納実績  ２９，４９７，３００円（現年度） 

○令和５年度後期高齢医療保険料収納状況 

                              （単位：円・％） 

 

○令和５年度後期高齢医療費状況 

調定額 収納額 
不納 

欠損額 
収入未済額 還付未済額 収納率 

滞納

人数 

現年度分 29,497,300 29,497,300 0 0 0 100.00 0 

特徴 21,298,700 21,298,700 0 0 0 100.00 0 

普徴 8,192,700 8,192,700 0 0 0 100.00 0 

滞納繰越 5,900 5,900 0 0 0 100.00 0 

計 29,497,300 29,497,300 0 0 0 100.00 0 

区  分 件  数 費用額 

入院 606件 325,756,660円 

入院外 8,556件 109,682,590円 

歯科（入院・外来） 1,192件 24,465,170円 

調剤 7,259件 88,518,740円 

食事療養費（医科・歯科） 601件 21,526,148円 

訪問看護療養費 27件 2,006,980円 

療養費（柔道整復等） 310件 2,356,408円 

合  計 18,551件 574,312,696円 



令和５年度 地域包括支援センター事務報告 

 

地域包括支援センターは、介護保険法で定められた、地域における高齢者の保健・福祉・

医療の向上、虐待防止、介護予防の総合的なケアマネジメントを担う中核機関として位置付

けられ、平成１８年４月に設置された。 

令和５度の人員配置は、センター長兼主任介護支援専門員１名、保健師１名、社会福祉士

（主任介護支援専門員兼務）１名、生活支援コーディネーター１名、介護福祉士１名、事務

１名。 

介護保険法の改正により２０２５年に向けて、高齢者の尊厳の保持と自立生活支援の目

的のもと、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう地域包括ケアシステムを構

築することとされた。これまでの介護予防事業で実施していた一次予防事業、二次予防事業

の区分がなくなり、平成２９年４月より新たに「介護予防・日常生活支援総合事業（総合事

業）」へ移行した。また、包括的支援事業の中に①在宅医療・介護連携の推進、②認知症施

策の推進、③生活支援サービスの体制整備、④地域ケア会議の充実が盛り込まれた。 

総合事業では、要支援者や事業対象者等を対象とする「介護予防・生活支援サービス事業」

と「一般介護予防事業」を実施している。その他、総合相談支援業務、権利擁護業務、介護

予防ケアマネジメント業務等を実施している。 

 

１．介護予防・日常生活支援総合事業 

（１）介護予防・生活支援サービス事業 

要支援者や基本チェックリスト該当者（事業対象者）を対象に、一人ひとりの状態に合わ

せたサービスを行った。今後は地域住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実す

ることで、地域の支え合いの体制づくりを推進していくことができるよう取り組んでいる。 

 

①訪問型サービス 

サービス種別 サービス名 委託先 利用実人数（人） 

現行相当 訪問介護 山江社協 ０ 

訪問型サービスＡ 

（緩和した基準によるサー

ビス） 

軽度生活支援 

サービス 
山江社協 ９ 

訪問型サービスＣ 

（短期集中予防サービス） 

保健師・看護師訪

問 
*** ０ 



②通所型サービス 

サービス種別 サービス名 委託先 
利用実人数

（人） 

通所型サービスＡ 

（緩和した基準によるサー

ビス） 

湯ったり入浴 

サービス 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

   あいせい 

介護老人保健施設 

つつじのさと 

１１ 

通所型サービスＣ 

（短期集中予防サービス） 
元気が出る学校 

くまもと健康 

支援研究所 
１９ 

通所型サービスＢ 

（住民主体の支援） 
たっしゃかクラブ *** １４ 

 

③その他の生活支援サービス 

サービス種別 サービス名 委託先 利用実人数（人） 

栄養改善を目的とした 

配食 

たっしゃか弁当 

サービス 
山江社協 ２ 

 

（２）一般介護予防事業 

①骨こつ健康クラブ 

運動機能向上を目的に、週１回福祉保健センター「健康の駅」で実施した。介護予防サポ

ーターや介護老人保健施設つつじのさと作業療法士に協力してもらっている。 

参加実人数（人） 実施回数 

２６ ４５ 

 

②にこにこ食のつどい 

食生活改善推進員と協力し、月１回食育指導士による講話や調理、会食等の栄養事業を実

施した。 

対象地区 参加実人数（人） 実施回数 

山田地区 ２２ １２ 

万江地区 １５ １２ 

 



③公民館事業・出前福祉相談 

各地区と連携し、公民館を拠点とした介護予防活動を実施した。内容は体操や健康講話、

レクレーション、茶話会等である。 

平成３０年から、月２回以上の公民館事業を実施する団体には、立ち上げ費用や運営費用

として補助金を活用できるよう、通いの場づくり事業補助金交付要綱を定めた。 

令和５年度は、１８団体に通いの場づくり事業補助金の交付を行った。 

 

地区 
参加延人数（人） 

実施回数 備考 
述べ人数 実人数 

１区 ５８８ １７ ４７ 通いの場づくり補助金 

２区 ５３７ １７ ４６ 通いの場づくり補助金 

３区 ３６５ １３ ４５ 通いの場づくり補助金 

４区 ６７８ ２３ ４８ 通いの場づくり補助金 

５区 １０９ ８ ２０ 通いの場づくり補助金 

６区 ４５５ ２１ ４５ 通いの場づくり補助金 

７区 ７２３ ３２ ３９ 通いの場づくり補助金 

８区（小山田） ２６８ １５ ２３ 通いの場づくり補助金 

８区（永シ切） ３６ ５ ９  

９区 ２２２ １７ ２３ 通いの場づくり補助金 

１０区 ２８９ ２０ ２４ 通いの場づくり補助金 

１１区（岩ヶ野） １８３ １１ ２４ 通いの場づくり補助金 

１１区（下払） ２９９ １９ ２４ 通いの場づくり補助金 

１２区 １４１ １３ ２１ 通いの場づくり補助金 

１３区（城内） ２９４ １２ ４５ 通いの場づくり補助金 

１３区（下の段） ２６１ １１ ５７ 通いの場づくり補助金 

１４区 １６４ １２ ２２ 通いの場づくり補助金 

１５区 １５７ １５ ２３ 通いの場づくり補助金 

１６区 １０７ ５ ２３ 通いの場づくり補助金 

みんなの家 ６８ ７ ２０  



④介護予防サポーター養成講座 

地域の中での介護予防活動をサポートするボランティア人材の育成を目的に、介護予防

サポーター養成講座を実施した。７名中６名が養成講座を修了し、村が行う介護予防事業や

各地区での公民館事業等に介護予防サポーターとして活動している。 

 

⑤介護予防支援ボランティアポイント制度 

ボランティア活動支援及び、高齢者の社会参加及び生きがいづくりを支援し、介護予防の

推進、生き生きした活力ある地域社会を作ることを目的として、ボランティアポイント制度

を実施した。令和５年度は、５４人が本制度に参加し２２８，０００ポイントを獲得した。 

 

活動内容 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの年代 人数 獲得ポイント 

たっしゃかクラブ 

 

元気が出る学校 

 

骨こつ健康クラブ 

 

認知症カフェ 

 

公民館事業 

５０代 １人 ４，６００ 

６０代 １７人 ７７，７００ 

７０代 ３２人 １２９，２００ 

８０代 ４人 １６，５００ 

合 計 ５４人 ２２８，０００ 

 

２．包括的支援事業 

（１）総合相談支援業務・権利擁護業務 

地域の高齢者が住み慣れた地域の中で安心して暮らしていけるように、高齢者の実態把

握や高齢者の様々な相談に応じている。 

また、平成２７年４月１日から人吉球磨成年後見センターが設立されており、センターと

協力しながら相談対応や制度の周知等を行った。 

訪問件数  ７８５件（延） 

相談件数 ２８３件 

実態把握  ６７件 

 



（２）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

主治医やケアマネジャーなど多職種とのつながりや地域の関係機関と連携することによ

り、高齢者への一体的で継続できるような体制づくりと後方支援を行った。 

具体的には、地域のケアマネジャーに対しての相談窓口となり助言し、医療機関等との情

報交換を行っている。 

 

（３）介護予防ケアマネジメント業務 

介護保険における要支援の認定を受けた者に対して、主任介護支援専門員・介護支援専門

員が予防給付ケアプランを作成した。また介護予防・日常生活支援総合事業の事業対象者へ

のケアプラン作成も行った。 

令和５年度実績：要支援者   ２０件 

        事業対象者  ３７件 

 

３．包括的支援事業（社会保障充実分） 

（１）在宅医療・介護連携推進事業 

医療と介護の両方を必要とする高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けるこ

とができるよう、人吉球磨１０市町村が一体となり、在宅医療・介護連携推進事業の一部を

人吉市医師会に委託して実施した。また住民への普及啓発を図るため、広報誌に人吉球磨地

域の在宅医療・介護に関する情報を掲載した。今後は退院後の切れ目のない介護保険サービ

スの提供や、サービスが必要な方やその家族の負担の軽減を目指し、関係団体や市町村が連

携して在宅医療・介護連携を推進している。 

 

（２）生活支援体制整備事業 

平成２９年４月に地域課題を把握し、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向

けたコーディネート機能の役割を果たす生活支援コーディネーターを地域包括支援センタ

ーに配置した。また、生活支援・介護予防サービスの提供主体等が参画する協議体（山江村

地域支え合い推進会議）を平成３０年２月に立ち上げた。年３回開催し、定期的な情報共有

や連携強化を図っている。 

 

（３）認知症初期集中支援推進事業 

認知症の人やその家族に早期に関わることを目的に、保健師、社会福祉士、専門医をチー

ム員とする認知症初期集中支援チームを平成２９年１０月に立ち上げた。２か月に１回チ

ーム員会議を開催し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を話し合い、本人への訪問や家

族支援等の初期の支援を包括的・集中的にチーム員を中心に行っている。 

令和５年度実績：新規ケース ６件 



（４）認知症に関すること 

 今後急増することが予想される認知症においては、軽度認知障害（ＭＣＩ）の段階での早

期発見・早期対応が重要であり、介護予防・日常生活支援総合事業や公民館事業等で認知症

予防の講話やタブレットを活用した認知症予防に取り組んだ。 

 また、小中学生や地域住民を対象とした認知症サポーター養成講座を実施し、令和３年２

月に認知症やその家族を支える積極的な活動を行う認知症サポーターアクティブチームを

立ち上げ県の認定を受け活動を実施し、認知症になっても地域でその人らしい生活が送る

ことができるように認知症カフェを令和２年９月から開催している。 

 

認知症サポーター養成講座及び認知症サポーターアクティブチーム養成講座 

対象者 参加人数（人） 

山江中学校３年生 ５０ 

山田小学校４年生 ２９ 

万江小学校４・５・６年生 ２０ 

６区 １ 

認知症実践研修 ８ 

計 １０８ 

認知症カフェ（月に１度） 

 令和５年度実績：１２回 

（５）地域ケア会議推進事業 

地域ケア会議は毎月１回、村内事業所の介護支援専門員やリハビリ職、栄養士等の多職種

が参加し、個別ケースの検討や地域課題の抽出等を行った。 

令和５年度実績：実施回数      １２ 回 

個別ケース検討   １１ 件 

地域課題の検討    １ 件 

 

（６）介護支援専門員連絡会 

 村内の介護支援専門員（ケアマネージャー）相互の情報交換や学習会、意見交換などを

通じ、介護支援専門員の質の向上と村内の介護支援専門員のネットワークに取り組み、 

介護支援専門員相互の情報交換や、介護保険制度、各種サービス、インフォーマルサービ

ス・地域資源活用等についての理解を深めるための学習会等を行った。 

また、令和２年７月豪雨災害後、村内介護支援専門員連絡会で、各事業所においてトリ

アージを実施、担当が不在となっても行動できるような様式を作成し、トリアージ訓練を

年に１回実施した。  

令和５年度実績： 実施回数     ４回 

         学習会      ４回 



令和 2年 7 月豪雨災害に伴う 

令和 5 年度事務報告 

１.災害救助法適用関係事務 

【災害救助費の対象となる事務】 

令和 2 年 7 月豪雨による被害は甚大であり、今もなお中央グラウンドの仮設

住宅で生活されている。令和 5年度においても建設型応急仮設団地 25戸の運用

に係る経費について、災害救助法の対象となる事業を実施しその経費を救助費

として請求し交付を受けた。 

村営住宅「中鶴団地」への入居及び長期避難対象地域（対象地区：大川内地区）

の解除により、令和 5年度末時点で 7世帯 11名の入居者となった。 

 

（１）集会施設等維持管理事業 

山江村仮設住宅敷地及び集会施設「みんなの家」の維持管理を行い、仮設住宅

入居者のコミュニティー形成が円滑に行われるよう、利便性の向上に努めた。 

○令和 5年度集会施設等維持管理補助金（県補助）  

◆実績額         95,122 円  

 

（２）山江村すまいの安全確保事業 

 令和 2 年 7 月豪雨により被災した場所から災害リスクの低い場所への移転や

嵩上げなどの安全対策を行う住民に対し、再建に必要な費用の一部を補助し被

災された方の安全確保を支援した。 

    ◆実績 3件  補助金額 9,000,000 円 

 

（３）球磨川復興基金交付金事業 

 球磨川流域復興基金交付金事業を活用し、被災された方が仮設住宅等から恒

久的な住まいの再建を実現し、被災前の生活を取り戻して頂くための支援を行

った。 

◆公営住宅入居支援  8件  800,000 円 

◆転居費用助成   14件 1,400,000 円  

 

 

 

 



２．山江村地域支え合いセンターの設置・運営 

令和 2 年 7 月豪雨災害により被災した方々の生活再建に向け、安心した日常

生活を支え、見守りや生活支援、地域交流の場の創出等、総合的な支援体制を構

築するため、山江村社会福祉協議会への業務委託により山江村地域支え合いセ

ンターを設置し運営を行った。  

○ 委託期間：令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

○ 委託料（精算額）：4,105,000円 

〇 主な取り組み 

◆生活再建及び仮設住宅での生活に関する相談への対応 

◆戸別訪問事業：年間訪問 99回 

◆コミュニティ形成事業：みんなの家サロン活動、コミュニティづくりの会

支援例年行う清掃活動に加え、野菜作り等の支援も行った。 

◆関係機関との連携強化事業：関係団体との連携会議の開催（7回開催） 

 

３．山江村災害義援金配分 

令和 2年 7月豪雨災害にかかる県及び村災害義援金の最終配分を行った。 

 〇 配分委員会：令和 5年 10月 31日（火） 

 〇 最終配分額：5,268,566円 

 〇 配分対象世帯：51世帯（熊本県分は 24世帯） 

 〇 振込日：令和 5年 12月 8日（金） 

 〇 災害義援金総額： 

熊本県 山江村 総額 

38,111,960 円 7,721,606 円 45,833,566 円 

 

 

 


